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令和８年度 町制７０周年記念事業 町勢要覧作成業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

この実施要領は、御代田町 町制７０周年記念事業町勢要覧作成業務（以

下、「本業務」という）を委託するための公募型プロポーザルに関して必要

な事項を定める。 

本業務は、町制７０周年の節目を記念し、本町の現状、魅力、将来展望を

住民や町外に向けて効果的に発信するための町勢要覧を作成することを目的

とする。単なる統計資料の羅列や既存計画の要約にとどまらず、「雑誌のよ

うな構成」を取り入れ、ビジュアル的にわかりやすく紹介し、町のブランド

イメージの向上を図る。 

 

２ 業務の概要 

(１) 業務名  

令和８年度 町制７０周年記念事業 町勢要覧作成業務委託 

 (２) 業務対象区域 

   御代田町内 

 (３) 成果物 

   町勢要覧：冊子版 ６，０００部 

（全戸配布用 ５，０００部、視察対応用 １，０００部） 

       ：電子データ 

（ＰＤＦ、Ｗｅｂ閲覧用データ及び加工用データ） 

 (４) 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月１５日（月）まで 

 (５) 提案上限額 

   ４，３６７千円(税込) 

※この金額を超える提案は無効とする。 

 (６) 選定方法 

   公募型プロポーザル方式 

 

３ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 (１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しないこと。 

(２) 公告の日から契約締結日までの間において、指名停止措置を受けてい
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ないこと。 

(３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続を開

始する申立ておよび民事再生法（平成１１年法律第２２５条）の規定に基

づく再生手続を開始する申立てをしていない者または申立てがなされて

いない者であること。 

(４) 破産法（平成１６年法律第７５条）に基づく破産手続開始の申立がなさ

れていないこと。 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でな

いこと。 

(６) 国税、地方税のいずれも滞納している者でないこと。 

(７) 令和５年度から令和７年度の間に、地方公共団体が発注した「市勢要

覧または町勢要覧」等の同種・類似業務の受注実績を有すること。 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

  本プロポーザルの選定に関するスケジュールは、次のとおりとする。 

内 容 日 程 

（１）公告開始日 令和８年５月２７日（水） 

（２）質問書の受付期間 
令和８年５月２７日（水）から 

令和８年６月 ８日（月）まで 

（３）質問に対する回答期限 令和８年６月１０日（水）  

（４）参加表明書の提出期限 令和８年６月１５日（月） 

（５）企画提案書等の提出期限 令和８年６月２４日（水） 

（６）一次審査（書類審査） 令和８年６月２９日（月） 

（７）一次審査結果通知 令和８年７月 ３日（金） 

（８）二次審査 

（プレゼンテーション審査） 
令和８年７月 ８日（水） 

（９）二次審査結果通知 令和８年７月１５日（水） 

（10）契約締結 令和８年７月下旬 

   ※スケジュールは予定であり、町の都合により変更する場合がある。 

 

５ 公告 

 (１) 公告開始日 

   令和８年５月２７日（水） 

 (２) 公告方法 
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   町ホームページへの掲載 

   URL: https://www.town.miyota.nagano.jp/category/nyuusatsu2/186641.html 

 

６ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問及び回答は、次のとおり行うものとする。 

(１) 受付期間 

   令和８年５月２７日（水）から令和８年６月８日（月）午後５時まで 

(２) 提出方法 

質問書（様式１）に質問内容を記載し、「１３ 書類提出及び連絡先」宛

に電子メールにて提出すること。電子メールの件名は「御代田町町勢要覧作

成業務委託に関する質問（事業者名）」とし、本文中に担当者名及び連絡先

等を明記すること。 

※電子メール送信後、確認のため、併せて電話による連絡を行うこと。 

(３) 回答方法 

提出された質問への回答は、質問者の名前を伏せた質問回答書を随時、町

ホームページに掲載する。最終回答は、令和８年６月１０日（水）までとす

る。 

 

７ 参加申込 

「３ 参加資格」を満たし、参加を希望する者は、下記の必要書類を提出する

こと。 

(１) 提出書類  

書類名 様式 備考 

①参加表明書 様式２  

②会社概要書 様式４ 会社パンフレットの添付可 

※指定様式は、町ホームページから取得すること。 

（２）提出方法  

ア 「１３ 書類提出及び連絡先」宛に、郵送、持参又は電子メールにより

提出すること。 

イ 郵送する場合、提出期限までの必着とし、到着の有無について提出先へ

確認すること。 

（３）提出部数 

   ①、② 各１部 

（４）提出期限 

令和８年６月１５日（月）午後５時まで（必着） 
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８ 企画提案書の受付 

(１) 提出書類  

書類名 様式 備考 

①企画提案書 様式３  

②業務実績書 様式５ 
令和５年度から令和７年度の受注実

績を記載すること 

③業務体制調書 任意様式  

④担当者経歴書 様式６  

⑤見積書 任意様式  

 ※指定様式は、町ホームページから取得すること。 

(２) 注意事項 

 ア 企画提案書に添付するデザイン案については１社１案とする。「１１．

評価項目」の各項目内容について、具体的な提案内容を表現すること。な

お、体裁は以下のとおりとする。 

① Ａ４版両面印刷とし、１５枚（３０ページ）以内とする。 

② 文字の大きさは１１ポイント以上を目安に作成すること。 

③ Ａ３版の資料は、片面で印刷し、Ａ４サイズにゼット折とする。 

(３) 提出方法 

ア 「１３ 書類提出及び連絡先」宛に、郵送又は持参により提出すること。 

イ 郵送する場合、提出期限までの必着とし、到着の有無について提出先へ 

確認すること。 

(４) 提出部数 

ア 正本（上記提出書類①～⑤）    １部（社名等を表記すること。） 

イ 副本（上記提出書類①～⑤）    ８部（社名等の提案事業者が特定

できる記載は全て削除する

こと。） 

ウ ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ １枚（企画提案書のみ（社名等の表記なし）） 

(５) 提出期限 

   令和８年６月２４日（水）午後５時まで（必着） 

 

９ 一次審査（書類審査） 

(１) 審査の手順 

ア 全ての提出書類の内容について総合的に審査する。なお、審査は非公

開とする。 

イ 企画提案者が４者以上となった場合は、得点の上位３者以内かつ最低
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基準点（満点の６割）以上の者が二次審査へ進むものとする。なお、参

加する提案者が１者の場合でも一次審査を実施し、最低基準点を超えた

場合は二次審査へ進むものとする。 

(２) 審査結果 

    一次審査の結果は、全ての企画提案者へ令和８年７月３日（金）まで

に電子メールにて通知する。また、一次審査を通過した企画提案者に

は、併せて二次審査の開催通知を送付する。なお、選考結果等について

の異議申し立ては、一切受け付けない。 

 

１０ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

(１) 審査の手順 

ア 一次審査を通過した企画提案者は、プロポーザル審査委員会におい

て、企画提案書等に記載された内容について、二次審査を行う。二次審

査の得点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。また、最高点の

企画提案者が複数であった場合は、審査委員会により優先交渉権者を決

定するものとする。 

イ 参加する企画提案者が１者の場合でも、最低基準点（二次審査の満点

の６割）以上の場合は、優先交渉権者として選定する。 

(２) 日時・会場 

   令和８年７月８日（水） 御代田町役場 会議室５ （予定） 

※詳細な時間等は、一次審査を通過した企画提案者に一次審査の結果と

併せて通知する。 

(３) 実施時間 

発表時間：４０分程度（プレゼンテーション２５分以内、質疑応答１５

分程度） 

※プレゼンテーションは、提出された企画提案書の内容と同様のものと

し非公開とする。 

(４) 内容 

企画提案書の説明 

(５) その他 

ア 本業務を実際に担当する者がプレゼンテーションを行うこと。 

イ プレゼンテーションへの参加人数は３名までとする。 

ウ プレゼンテーションの順番は、企画提案書の提出順とする。 

エ 電源、スクリーン及びプロジェクターは本町で準備するが、パソコ

ン、ケーブル類、その他の必要な機器は企画提案者で準備すること。 

(６) 審査結果 
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審査結果については、令和８年７月１５日（水）までに町ホームページに

て公表する。併せて二次審査（プレゼンテーション審査）に参加した全ての

企画提案者に電子メールにより通知する。なお、審査結果等についての異議

申し立ては、一切受け付けない。 

(７) 留意事項 

ア 優先交渉権者がいずれも何らかの事由により契約に至らない場合、総評

価点の高い企画提案者の順により、契約に向けた協議を行う。 

イ 審査結果（優先交渉権者名、点数及び参加者数）は公表する。 

ウ 審査結果に基づき、町から通知を受けた者は提案内容を反映した仕様書

について協議し、契約を締結する。 

 

１１ 選定方法及び評価項目 

(１) 町が設置する「御代田町町勢要覧作成業務委託プロポーザル審査委員

会」において、提出された企画提案書及びプレゼンテーション・ヒアリン

グに基づき、別紙「令和８年度町制７０周年記念事業町勢要覧作成業務委

託プロポーザル評価項目及び配点」の基準で総合的に評価し、最も優秀な

提案を行った者を優先交渉権者として特定する。 

 

１２ 辞退  

参加申込後に本プロポーザルを辞退する場合には、速やかに辞退届（様式 

任意）を提出すること。町が辞退届を受理した時点で、参加資格を失うもの 

とする。辞退届の提出にあたっては、事前に「１３ 書類提出及び連絡先」 

に電話にて連絡のうえ、持参又は郵送により提出すること。なお、辞退は自 

由であり、辞退しても以後における不利益は被らない。 

 

１３ 書類提出及び連絡先 

 御代田町役場 企画財政課 企画係（役場２階 １３番窓口） 

 住 所：３８９－０２９２ 

    長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口１７９４番地６ 

 電 話：０２６７－３２－３１１２（直通） 

 ＦＡＸ：０２６７－３２－３９２９ 

 E-mail：kikaku@town.miyota.lg.jp 


